
船舶事故調査報告書 

平成２８年４月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２７年１０月２５日 ０６時３０分ごろ 

発生場所 神奈川県鎌倉市由比ケ浜南方沖 

 湘南港灯台から真方位０９４°２.２７海里付近 

 （概位 北緯３５°１７.８′ 東経１３９°３２.０′） 

事故の概要 プレジャーボートSAKANOSHITA
サ カ ノ シ タ

-290 は、南進中、転覆した。 

事故調査の経過 平成２７年１１月６日、調査を担当する主管調査官（横浜事務所）を

指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート SAKANOSHITA-290、０.２トン 

２３５－５０７５８神奈川、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 右舷外板及び船底に破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

神奈川県には、平成２７年１０月２４日０４時１５分に強風及び波

浪注意報が発表され、本事故当時も継続中であった。 

事故の経過 本船は、１０月２５日０６時１０分ごろ釣り場に向けて由比ケ浜の

浜辺を出発した。 

船長は、強い北寄りの風が吹いていたが、気象情報を入手していな

かった。 

 本船は、船長が、風が強いものの、釣りをしているうちに弱まるも

のと思い、約４km/h の対地速力で南進中、後方からの波に船尾を持ち

上げられて船首が前方の波に突っ込み、水船状態となった。 

本船は、船長が漂流を防ぐために錨を投下し、船長及び同乗してい

た知人２人（以下「同乗者」という。）が付近を通りかかった釣り船

に救助された後、転覆した。 

船長及び同乗者は、救命胴衣を着用していた。 

分析 本船は、強風及び波浪注意報が発表されている状況下、船長が、風

が強いものの、釣りをしているうちに弱まるものと思い、航行を続け

たことから、後方からの波に船尾を持ち上げられて船首が前方の波に

突っ込み、水船状態となり、転覆したものと考えられる。 

原因 本事故は、強風及び波浪注意報が発表されている状況下、船長が航

行を続けたため、本船が、後方からの波に船尾を持ち上げられて船首

が前方の波に突っ込み、水船状態となり、転覆したことにより発生し



たものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・気象情報を入手し、注意報等が発表されているときには、無理に

発航しないこと。 

 


